■障害をもつ人への差別を禁止し、権利を確立する法律（素案）

【通称：障害者市民案】
　　



































概　要
○主旨

この法律（素案）は「障害」が個人の属性、社会環境のありよう、人々の考え方の相互作用によって生まれているとの考えをもとに、障害にもとづく差別を具体的に示して禁止しています。そして差別の事案が起こった場合の救済の方法について述べています。
【第１編　総則】
一．目的等

（一）目的

　この法律は、障害に基づく差別の具体的内容を明らかにして、障害に基づくあらゆる差別を禁止するとともに、差別を受けた人が適正かつ迅速な救済を受けるための措置を講じることで、障害をもたない人との平等を基礎に、障害をもつ人のあらゆる分野における自立と完全参加を保障し、権利の確立を図ることを目的とする。

（二） 自己決定の権利

　障害をもつ人が、自己の意思決定における十分な情報提供を含む必要な支援を受け、且つ他からの不当な影響を受けることなく、自らの意思に基づく選択に従って、他の者と平等に自己決定の権利を有する。但し、これは、事前になした自己決定に拘束されない。

二．定義（１５の定義事項を設ける）
（一） 障害：「障害」とは、差別の契機となる以下のいずれかの事項をいう。

　①個人の属性、②障壁の存在、③社会的態度

（二） 障害に基づく差別：「差別」とは各則の各章で規定するほか、次のいずれかをいう。

　①直接差別、②間接差別、③合理的配慮の欠如

（三） 合理的配慮：障害をもつ人が、障害をもたない人と平等に人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するため、障害をもつ人の性別や障害の種別や程度などの特性等を考慮した必要かつ適切な設備・道具・サービス等における創出、変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものである。　など。

三．差別の禁止　

（一） 何人も障害に基づくいかなる差別も受けない。

（二） 国、自治体、市民、事業体、その他の団体は、障害に基づく差別をしてはならない。

（三） 差別に関する推定等

四．国及び自治体の責務

【第２編　各則】
（一） 地域生活　（二） 利用及び移動に関するアクセス　（三） 意思疎通・情報伝達

（四） サービス　（五） 不動産　（六） 教育　（七） 労働　（八） 医療・リハビリテーション　（九） 性と生殖　（十）行政手続と行政サービス　（十一）政治参加　（十二）司法手続　　※各則においては、各事項ごとに「権利（の主な内容）」「差別の定義」「合理

　　　　　　　　的配慮義務」「差別の推定」「国及び自治体の責務」等を規定した。
【第３編　実施規定】

一．障害者権利委員会及び地域権利委員会

（一）障害者権利委員会の設置：内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づき、内閣府の外局として、本法の目的を達成することを任務とする「障害をもつ人の権利委員会」を設置する。

（二）地域権利委員会の設置：都道府県知事及び政令市の長は、この法律の目的を達成するために、障害をもつ人の地域権利委員会を設置するものとする。

【第４編　権利委員会による権利救済手続】

（一）定義：この法律の権利救済の対象となる「差別行為等」とは、「障害に基づく差別」、「差別の定義」に規定する差別行為を指すものとする。

（二）差別行為等に関する相談：障害者権利委員会、地域権利委員会は、障害をもつ人に対する差別行為等に関する各般の問題について、相談に応じるものとする。

　　なお、（中央における）障害者権利委員会が所管する差別事案は、全国的に重大な事案、または二つ以上の都道府県及び政令市にまたがる事案とする。

（三）救済手続の開始：何人も差別行為等による被害を受け、または受けるおそれがあるときは、権利委員会に対し、権利救済の申出をすることができる。

（四）救済手続

①調査、②調停及び仲裁、③勧告及び是正命令、④是正命令に従わない場合の公表
【第５編　司法による救済】
（一）仮の措置：裁判所は、被害者の申請申立によって、差別が疎明される場合は、適切な臨時措置を命ずることができる。
（二）中止及び積極的是正命令：裁判所は、差別行為の中止、差別是正の積極的措置をとることを命ずる判決をすることができる。
（三）立証責任の配分：差別行為があったという事実は、差別行為を受けたと主張する者が立証しなければならない。また、その行為が差別でないという立証は、差別行為を受けたと主張する者の相手方がこれをしなければならない。など
【第６編　障害をもつ人の支援機関】

差別や権利侵害を受けたときに、救済の申立てを自分だけではできない障害をもつ当事者のサポート機関の必要性あるという権利擁護の観点から「支援機関」に関する規定を設けた。差別の是正や差止めが必要な場合には、同「支援機関」が団体訴権を行使できることを盛り込んだ。
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